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第１章    概   要 

 

第１項 目的 

本基準は、無人ヘリコプタ（以下無人ヘリという）の安全な運航を確保するための必要事項を定め

るものである。安全な運航とは第三者の生命、財産を脅かさないことを意味する。 

本基準においては、現在（2004 年 3 月）における技術水準に基づき無人ヘリが備えるべき安全に

関する設計要求事項を定めると共に、その実力に鑑み、それを運用する操縦者及び整備士、所有者が

運用上遵守すべき要求事項、及び無人ヘリを反社会的な行為に使わせないための顧客管理を定めるも

のである。 

本基準は、日本産業用無人航空機協会が制定し運用する。本基準取り扱い上のルールは、本章第５

項による。 

尚、薬剤散布用無人ヘリについては社団法人 農林水産航空協会（以下農水協という）の定めた「産業用

無人ヘリコプタ運用要領等」によるものとする。 

 

第２項 対象 

本基準の対象は、目視外を含む無人地帯で運用される無人ヘリ及び、その航法装置とする。 

原則的には、日本国内で製造され日本国内で運用される物を対象とする。 

本基準の適用範囲は付表１による。 

 

付表１ 本基準が取り扱う範囲 

無人航空機（ＵＡＶ）         形態 

運用条件 回転翼機（無人ヘリ） 固定翼機、飛行船等 ホビー用ラジコン

有人機との共存空域 別途基準を制定予定 別途基準を制定予定 

有人地域 別途基準を制定予定 別途基準を制定予定 

 

目視外 

 

本基準の対象範囲 別途基準を制定予定  無人

地帯 

目視内 本基準の対象範囲 

（注）薬剤散布用無人ヘリ

については対象外 

別途基準を制定予定 ホビー用ラジコン

は日本産業用無人

航空機協会では扱

わない 

（注）薬剤散布用無人ヘリについては、無人地帯、目視内飛行用の一種であるが、特に比較的低高度（対

地高度１０ｍ以下）であること、及び農薬を散布するために必要な散布諸元等の基準を満足する必要がある

ため、農水協の定めた「産業用無人ヘリコプタ運用要領等」によること。 

 

日本国内で製造したものを海外で運用する場合は、本基準および運用する当該国の法律に適合して

いる必要がある。本基準と当該国の法律に矛盾がある場合には、日本産業用無人航空機協会と協議の

上、準用も可とする。 

また、海外に輸出しようとする者は、輸出貿易管理令（経済産業省）を遵守した上で、第 6章顧客

管理基準に基づき、日本産業用無人航空機協会に登録の為の諸手続きを行うこと｡尚、海外に輸出及

び輸出物品に関する全ての責任は輸出者が負う｡ 

       

海外で製造したものを国内で運用する場合には、日本国内の関連法規（電波法等）及び本基準に適

合すること｡また、日本に輸出する者又は輸入する者は、日本産業用無人航空機協会に届け出て、両

者で協議するものとする。但し、デモフライト等の一時的な運用はこの限りではない。 
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第３項 定義 

無人ヘリとは、人が乗らずに航空の用に供することができる、業務用に使用する無線誘導式回転翼機のこ

とをいう。 

    航法装置とは､人間の目視誘導に頼らず､無人ヘリ自身が自律的に飛行できるようになる制御シス

テムのことをいう。目視外での運用は航法装置を搭載する必要がある。 

無人地帯とは、地上に人間がいない地域を指す。また、飛行高度は１５０ｍ未満を原則とする。 

但し、１５０ｍ以上を飛行しようとする場合には、航空法第９９条の２に従い、関係省庁との調整

及びノータム発行等の諸手続きを行うとともに、飛行安全に関する技術的事項を製造業者に確認の上、

運航しなければならない。 

   目視内とは、操縦者が目視誘導制御を行える範囲をいう。目視外とは前述の目視内を超える範囲を

いう。 

     

第４項 安全確保の仕組み 

本基準の第２章以降に､無人ヘリの安全運行を図るために必要な事項について具体的に記述する。 

本項では安全確保の仕組みの概要について記述する。 

無人地帯で運用する無人ヘリの安全運行を図るために必要な事項は、付表２の通りである。 

 

付表２ 安全確保の仕組み 

番号 項目 安全確保の要件 

１ 設計 故障が発生した場合は、制御不能状態で飛行を継続させない。 

故障発生時の最終手段としてその場に強制墜落させる。 

２ 保守点検 日常の保守点検として、操縦者は始業点検を確実に実施する 

確認整備士による１回／年の年次点検を確実に実施する。 

３ 操縦者 操縦者は、操縦指導を受け技能認定を取得する必要がある。 

操縦者に与える技能認定は、「操縦技能」、「安全運行のための知識」が基準以上

であることを証明するものである。 

４ 運用 無人ヘリとの安全距離を確保すること。 

無人ヘリが墜落する可能性のある地域には人を近づけないこと。 

対地高度は１５０ｍ未満を原則とし、有人航空機の飛行領域と住み分ける。 

５ 顧客管理 テロ等の反社会的行為に使用する恐れのある者には販売しない。 

無人ヘリ使用中は、保守点検を通して、常に顧客の登録管理を行う。 

無人ヘリ使用後は、完全廃棄を確認する。 

 

第５項 基準の改訂及び運用 

   本基準の改訂及び運用のルールは下記とする｡ 

（１） 改訂 

       協会員の提起に基づき協会長が必要と認めた項目について検討を行い、日本産業用無人航空機協

会の総会にて協会長の承認を得て改訂を行う｡ 

      改訂は原則として年１回とするが、緊急の案件が生じた場合はその都度改訂を行う｡ 

（２） 運用 

      本基準に基づき､種々の申請書の受理､各種の確認証や認定証の発行等は、日本産業用無人航空機

協会が行う。 
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第２章 設計基準 

 

第１項 目的 

   本設計基準は、無人地帯（目視内及び目視外）での運用に供する、無人ヘリ及びその航法装置につ

いて、安全を確保するために必要な技術的な要求事項を定めると共に、その申請から立会い検査、認定

及び性能確認票の取扱いについて定めるものである。 

 

第２項 対象 

本設計基準は無人ヘリとその航法装置を対象とする。日本産業用無人航空機協会は、無人ヘリの本設

計基準への適合性を確認し、認定を行う。 

   無人ヘリとその航法装置の定義は 第１章 第３項の通りである。 

   本設計基準では、安全を確保するための最低限の設計要求事項を規定する。 

   性能､及び品質に関する項目については各製造業者が自らの責任において自主基準を遵守することを

前提とし、本設計基準の中では記述しない。 

  また、既に農水協の性能確認を受けた機体については農業用途で使用する場合は新たな認定を受ける

必要は無い。 

但し、農業用途以外で使用する場合は、改めて､日本産業用無人航空機協会の認定を受ける必要があ

る。 

尚、離陸総重量１００Ｋｇ以上の無人ヘリ（航法装置を含む）の製造については航空機製造事業法の

適用を受けることになる。 

 

第３項 設計安全性基準１（無人ヘリ） 

（１）機能・性能 

     機能・性能については、製造業者の自主基準によるが、製造業者は性能諸元表及び構造についての

申請書類を提出すること。（項目は書式１又は２による。） 

    この中で製造業者は飛行の運用制限（天候、離陸重量、標高、温度等）を明記しなければならない。 

立会い検査では実機を用いて、申請書類に記載された装備重量によるフライトを行い、操縦者によ

る目視操縦で直径がロータ径の２倍の球内に 30 秒間ホバリング状態を保持できることを証明するこ

と。 

（２）堅牢性 

     通常の運用に耐えうる堅牢性を有すること。細部は製造業者の自主基準による。 

（３）耐久性 

     100 時間以上の飛行テストを実施し、耐久性を実証しなければならない。 

     申請時飛行記録簿を提出のこと。 

（４）安全性要求基準 

想定される故障等のフェールモードに対し暴走させないフェールセーフの仕組みが講じられてい

ること。 

     暴走しないとは具体的には、飛行高度と同じ半径以内に着陸若しくは落下させることを指す。 

（５）考慮すべき故障等のフェールモード 

① 電波 

    ・  指令信号の変形 

・  電波状況悪化等による通信不通 

② センサー 

・ 誤出力等 
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③ 操縦系統 

・  電気的または機械的トラブルによる、操縦不能 

④ エンジン 

・  電気的または機械的トラブルによる、エンジンの停止又は不時回転数上昇 

⑤ 電源 

・  主電源の不時消失 

（６）その他の考慮すべき項目 

① 回転物の飛散 

・ メインローター、テールローター及びそのリンケージの飛散防止策が施してあること。 

② 始動時安全性の確保 

・ 始動時、エンジンの不時回転数上昇による操縦者の傷害防止策が施してあること。 

③ 飛行諸元の記録 

・ 事故発生時、原因を調査するための飛行諸元を記録できること。 

   ④ 送信機 

・ 総務省の定める、電波法に合致していること。 

 

第４項 設計安全性基準２（航法装置） 

   実際の申請に当たっては航法装置だけでは立会い検査が出来ないので航法装置の申請については

無人ヘリとの組合わせで申請することになる。 

（１）機能･性能 

      機能・性能については、製造業者の自主基準によるが、製造業者は性能諸元表及び構造についての

申請書類を提出すること。（項目は書式１又は２による。） 

    この中で製造業者は飛行の運用制限（天候、離陸重量、標高、温度等）を明記しなければならない。 

     立会い検査では、申請書類に記載された装備重量にてフライトを行い、操縦者の操舵によらず航法

装置により、所定の経路で飛行すること又は 3分定点ホバリングをし、直径がロータ径の 2倍の球内

に保持できること。 

（２） 堅牢性 

      通常の運用に耐えうる堅牢性を有すること。細部は製造業者の自主基準による。 

（３）耐久性 

     100 時間以上の飛行テストを実施し、耐久性を実証しなければならない。 

     申請時飛行記録簿を提出のこと。 

（４）安全性要求基準 

想定される故障等のフェールモードに対し暴走させないフェールセーフの仕組みが講じられてい

ること。 

  暴走しないとは具体的には、飛行高度と同じ半径以内に着陸若しくは落下させることを指す。 

     また、この仕組みがマニュアル化され、操縦者に熟知されていること。 

     なお、独立する２つの故障モードが同時に起こることは想定しなくて良いが、従属する２つの故障

モードについては考慮すること。 

（５）考慮するべき故障等のフェールモード 

① 地上局 

・ 地上局の故障による、異常指令送信等 

② 電波 

    ・  指令信号の変形 

・  電波状況悪化等による通信不通 

③ センサー 
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・  誤出力等 

④ 制御ソフトウェア 

・  プログラムの入力ミス等 

⑤ 電源 

・  機体側システムの主電源の不時消失 

・ 地上側システムの主電源の不時消失 

（６）その他の考慮すべき項目 

   ① フライトモニター 

・ 目視外フライト中は常に機体状況をモニターできること。 

・ また、モニターが途切れた場合は速やかに帰還または強制的に墜落できること。 

② 飛行諸元の記録 

・ 事故発生時、原因を調査するための飛行諸元を地上局側でも記録できること。 

   ③ 送信機 

・ 総務省の定める、電波法に合致していること。 

 

第５項 性能確認の申請 

無人ヘリ又は航法装置を製造又は販売しようとするものは、協会長あてに書式１又は書式２の申請

書を提出するものとする。 

   申請には次の２つの場合がある。 

（１） 新たに開発又は輸入し申請する場合 

（２） 既に性能確認されている機体又は航法装置に機能上重要な変更を行った場合 

尚、機能上重要な変更とは次のものを指す。 

① 安全システム上の大きな変更 

② 使用するユーザーにとって,取り扱いに大きな影響の出る変更 

機能上重要ではない変更で型式を変更した場合は書式２の申請書に変更内容を記載し提出するこ

と。 

 

第６項 性能確認立会い検査 

    協会長は性能確認申請があった時は、設計安全性基準に合致することを書類審査で確認した上、別

途に定める立会い検査基準に基づき、申請者立会いの上立会い検査を行う。 

協会長は立会い検査の結果を元に合否判定を行い、申請者に合否を通知する。 

  不適合の場合は不適合の理由とその改善方法についての意見を付した性能改善意見書を交付するも

のとする。 

    適合の場合は、様式１の性能確認証を交付する。 

    書式２の申請書を受理した場合は、変更内容を確認した上、様式２の型式追加確認証を発行する。 

 

 

第３章 保守点検基準 

 

第１項 目的 

無人ヘリの安全なフライトを継続するためには、熟練した整備士による定期的な保守点検が不可欠

であり、1年間に 1回の点検を受けることを原則とする。 

本保守点検基準は無人ヘリの保守点検を行う整備士の資格、保守点検を行う整備工場の基準、およ

び点検を行った証である定期点検票について取り決めるものである。 
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第２項 無人ヘリ所有者の義務 

無人ヘリの所有者は、安全を確保するために、毎年少なくとも 1回、日本産業用無人航空機協会が

認めた整備工場において整備士による点検整備を受けなければならない。 

 

第３項 点検整備内容等 

点検整備内容については、製造業者、及び該当機種毎に異なるため、製造業者は機種ごとに点検内

容､整備士への要求技量､整備工場の設備等を制定し、日本産業用無人航空機協会に届け出なければな

らない。 

 

第４項 整備士基準 

無人ヘリの整備〔定期点検、修理改造等〕を行う者は、日本産業用無人航空機協会の交付する、様式 3 の

整備士技能認定証を取得せねばならない。 

    整備士証明書にはその技量に応じて､次の２種類がある。 

① 整備士技能認定証  

無人ヘリの整備の実務に携わることができる技量、知識を持つ者の証 

② 確認整備士技能認定証 

     無人ヘリの整備を行った際、日本産業用無人航空機協会の代行として定期点検票の発行を行うこ

とのできる者の証。 

製造業者は該当機種の整備について各々の技量レベルにおける必要な知識技能を定義し整備士

の養成を行う。 

       規定のレベルに達したものは製造業者から日本産業用無人航空機協会に書式３の整備士技能認

定申請書を提出し、技能認定証の交付を受けることができる。 

       技能認定証の有効期限は３年とする。 

       技能認定証には取り扱うことのできる機体､航法装置を明記する。 

       技能認定証の交付を受けた者は、交付を受けた日よりそれぞれの有効期間を経過する以前に、製

造業者の実施する、無人ヘリの装備と安全ルールに関する最新の知見に係わる研修を受講し､技能

認定証の更新をしなければならない。 

 

第５項 整備工場基準 

無人ヘリの整備（定期点検や修理改造等）を行う工場は日本産業用無人航空機協会の交付する様式

4の整備工場認定証を取得しなければならない。 

（但し､農林水産航空協会の協会長が指定する機関として認定証を交付されている工場は除く） 

  整備工場が具備すべき要件 

（１） 整備士技能認定証を取得した者が在籍すること。（非常勤不可） 

（２） 確認整備士が在籍すること。（非常勤可） 

（３） 当該機種を整備するために必要な設備が備わっていること。 

（４） 当該機種の整備が行えること。 

  （但し、製造業者自身が所有する整備工場については（１）と（２）の要件は必要条件より省く。） 

整備工場として認定証を受けようとする者は当該機種の製造業者の基準に合致することを証明し

た製造業者の推薦状を添えて協会長に書式４の申請書を提出すること。 

協会長は申請があった場合、当該工場が整備工場の要件を具備していると認めた工場に対し、様式

４の整備工場認定証を交付する。 

整備工場認定証には整備を行える該当機種及び航法装置を明記する。 

 

第６項 定期点検票 
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定期点検は整備工場認定証の交付を受けた整備工場において、以下のような手順で定期点検を完了

する。 

（１） 整備士技能認定証の交付を受けた整備士が点検整備を行う。 

（２） 点検整備記録をもとに、該当機に対して確認整備士が検査を行う。 

（３） 機体の整備を行った確認整備士は書式８の整備完了届出書を日本産業用無人航空機協会に提出

し、様式８の定期点検票の交付を受けること。 

 （４） 定期点検票は機体の見易い場所に貼付すること。 

 

 

第４章 操縦者資格基準 

 

 第１項 目的 

   無人ヘリを操縦する者は日本産業用無人航空機協会の発行する技能認定証を取得しなければなら

ない。 

   本操縦者資格基準は無人ヘリのオペレーターの育成に関する要求事項を明確にする。 

 

第２項 操縦資格の種類 

  無人ヘリの操縦資格は以下の２種類とする。 

（１） 遠隔操縦士 

無人ヘリについての専門的な知識を有し、無人ヘリを目視により操縦する技能をもった操縦者 

（２） 自律航法操縦士 

自律航法装置について専門的な知識を有し、自律航行型無人ヘリの操縦を行える操縦者 

   尚、目視内飛行を行うためには、上記（１）の資格者が必要であり、目視外飛行を行うためには、

上記（１）の資格者及び（２）の資格者が必要である。 

 

第３項 教習システム 

   教習システムとは、無人ヘリの操縦を教えるために用意された教習カリキュラム及び指導員を指す。 

    教習システムについては、製造業者及び該当機種毎にその内容が異なるため、無人ヘリの製造業者

は、操縦者の育成に関する教習システムを構築し、日本産業用無人航空機協会に届け出なければなら

ない。 

   教習カリキュラムは操縦実技教習及び学科教習に分かれる。 

  教習カリキュラムは操縦者の種類毎に要求される内容が変わるので、各操縦者毎に以下に示す内容

を満たすこと。 

 

 

（１）遠隔操縦士  

  操縦実技１  無人ヘリの操縦実技については 付録３に定める「無人ヘリコプタ操縦技術確認

基準」に合致すること。  

操縦実技２  該当機種を実際に運用できること。 

           具体的には準備､始業点検､運用､後片付けが適切に行えること｡ 

学科     無人ヘリを安全に運行するための知識の習得で以下の項目を含むこと｡ 

Ａ、法律に関すること。 (航空法､電波法) 

          Ｂ、無人ヘリの安全に関する基準 (本基準書の内容) 

          Ｃ、特に操縦者が守るべき安全上の規則と役割 

          Ｄ、該当する機種の安全対策（フェ-ルセーフの仕組み）についての知識と対処法 
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          Ｅ、無人ヘリの構造と日常点検項目 

 

（２）自律航法操縦士 

操縦実技１  該当する自律システムを運用中に発生し得る種々のトラブルに的確に対応でき

ること。 

操縦実技２  該当する機種を実際に運用できること。 

           具体的には準備､始業点検､運用､後片付けが適切に行えること。 

学科     無人ヘリを安全に運行するために必要な知識の習得で以下の項目を含むこと。 

          Ａ、法律に関すること。 

          Ｂ、無人ヘリの安全に関する基準(本基準書の内容) 

           Ｃ、特に操縦者が守るべき安全上の規則と役割 

          Ｄ、該当する機種の安全対策(フェ-ルセーフの仕組み)についての知識と対処方法 

          Ｅ、自律システムの構造と日常点検項目 

 

      指導員とは、自ら操縦者としての卓越した技能を持ち、教習カリキュラムの講師役を担える者を

いう。 

      製造業者は責任を持って､指導員を育成しなければならない。 

      製造業者は、教習システム届出時に、指導員名簿を添付すること。(指導員には無人ヘリ遠隔操

縦者か自律システム操縦者かを明記すること。但し兼務可能とする。) 

      教習施設や教習材料については、該当機種の性能要件等により大幅に変化するので、特に基準は

設けず製造業者に一任するが、該当機種の性能を十分に引き出すことの出来る場所と機材にて教習

を行うこと｡ 

      教習カリキュラム及び指導員に変更がある場合は速やかに日本産業用無人航空機協会に届け出

ること｡ 

 

第４項 技能認定証 

   製造業者の主催する教習を修了し､かつ「無人ヘリ操縦技術確認基準」に合格したものは製造業者

の指導員の書式 5の操縦士技能認定申請書により、日本産業用無人航空機協会から様式 5の「操縦士

技能認定証」の交付を受けることができる。 

   「操縦士技能認定証」の種類は「遠隔操縦士技能認定証」と「自律航法操縦士技能認定証」の 2種

類とする。 

「技能認定証」には、操作できる機体の型式を記載するものとする。 

一度「技能認定証」を受けた後に他の型式の操作をする場合は、機種拡張の手続きをとるものとす

る。これは製造業者の指導員の推薦書による。 

   「技能認定証」の有効期間は交付日より 3年間とする。(最初に「認定証」を受けた型式で 3年毎 

行う。) 

   「技能認定証」の交付を受けた者は、交付日よりそれぞれの有効期間を経過する前に、無人ヘリの

技術、制度全般についての最近の状況に係わる事項について、研修を受講し「技能認定証」の更新を 

受けなければならない。 

   「技能認定証」を滅失または汚損した者は、遅延無く日本産業用無人航空機協会にその旨を届け出

て、再交付を受けるものとする。 

    オペレーターは無人ヘリを操縦するときは、「技能認定証」を携帯するものとし、関係者からその提

示をもとめられたときは、これを提示するものとする｡ 
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第５章  運 用 基 準 

 

第１項  目的 

本章は、無人ヘリの実運用に際して安全上運用者が遵守せねばならない事項についてまとめたもの

である｡ 

 

第２項 運用者の義務 

無人ヘリを運用する者は、無人ヘリの種類によらず、無人地帯で運用し、かつ無人地帯から逸脱し

ないように最大限の努力をしなければならない。 

    また運用にあたっては、第３者の財産の上空を飛行することを極力避けなければならない。 

やむを得ず第３者の財産の上空を飛行させる場合は、所有者の許可を受けなければならない。 

   本基準に述べられる遵守事項は全ての無人ヘリに共通な内容のみを規定しており、これとは別に 

（機体毎に異なる）製造業者の定める、安全のための運用規則も同様に遵守する義務がある。 

本項は、次の３つの飛行条件に分けて遵守事項をまとめる｡ 

 

（１）目視内低空飛行 

（２）目視外飛行 

（３）運用上特に留意する事項 

 

（１） 目視内低空飛行 

    目視内かつ対地高度１０ｍ以下で飛行させる場合の遵守事項を規定する。 

  ① 無人ヘリから半径１５ｍ以内に人間を近づけないこと。 

② 無人ヘリは必ず人間から１５ｍ以遠で飛行させること。また、無人ヘリの進行方向に人間が 

いないようにしなければならない。

③ 原則として、速度は１０ｍ／ｓ 以下で飛行させること。この速度を超えて飛行する場合に 

は、速度に比例したクリアランスを確保しなければならない。 

④ 機体システムの能力および飛行制限を超えた飛行をしてはならない。機体システムの能力及び飛

行制限は製造業者の発行する取扱説明書等の技術資料に基づくこと。 

⑤ 無人ヘリが無人地帯を飛行することを確実にするために、適切な人数の安全監視員を配置するこ

と。 

 

（２）目視外飛行 

目視外で飛行させる場合の遵守事項を規定する。 

① 離発着時は、無人ヘリから半径１５ｍ以内に人間を近づけないこと。

   ② 無人ヘリは飛行速度に応じて、必ず人間から飛行高度と同等以上の距離を確保して飛行させること。 

③ 対地高度１５０ｍ未満で飛行させること。 

  ④ 原則として、対地高度１０ｍ以下では速度１０ｍ／ｓ以下で飛行させること。対地高度１０ｍ以

上では３０ｍ／ｓ以下で飛行させること。 

  ⑤ 機体システムの能力および飛行制限を超えた飛行をしてはならない。機体システムの能力及び飛

行制限は製造業者の発行する取扱説明書等の技術資料に基づくこと。 

⑥ 無人ヘリが無人地帯を飛行することを確実にするために、適切な人数の安全監視員を配置するこ

と。 

 

（３）運用上留意する事項 

  ① １５０ｍ以上の高度、航空路周辺、飛行場周辺で飛行する場合 
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航空法第９９条の２に従い、関係省庁との調整及びノータム発行等の諸手続きを行うとともに、

飛行安全に関する技術的事項を製造業者に確認の上、運航しなければならない。 

② その他の交通機関周辺での飛行 

高速道路上空や鉄道の上空は飛行しないこと。 

 

第６章 顧客管理基準 

 

第１項 目的 

   無人ヘリを反社会的な行為に使わせないために、どこの国の誰がどこで何の目的でどのように無人

ヘリを使っているかを常時把握できる状態にすることを目的とする。 

 

第２項 販売者の義務 

  販売者は販売時（転売時を含む）、運用時、廃棄時において、無人ヘリの所有者を把握しなければ

ならない。 

日本産業用無人航空機協会は型式認定を与えた無人ヘリについて顧客管理台帳を設置し、無人ヘリ

所有者を把握する。 

   顧客管理台帳に登録される無人ヘリは国内で製造された無人ヘリ（輸出されたものを含む）すべて

日本に輸入された無人へりとする。（但し、農水協の管理する農薬散布用無人ヘリは除く） 

  本章に関連する法令として次に挙げるものがあるので遵守すること。 

     経済産業省の貿易の管理に関する法令 

     環境に関する廃棄物管理に関する法令 

     警察（消防）庁等のテロ防止に関する法令 

 

第３項 販売時顧客管理 

無人ヘリ販売会社は顧客に無人ヘリを販売するにあたり事前に顧客審査を行い、反社会的目的を持つ

国家､団体､個人等への販売を避けること｡ 

販売時、販売者と購入者のあいだで交わされる契約書の中に次の項目を入れ、購入者の署名捺印を取

ること。 

①  販売者に無断で販売時取り決めた用途以外に使用しないこと。 

②  販売者に無断で第三者への販売譲渡しないこと。 

③  使用を止めた場合は原則として販売者経由で完全廃棄処分を行うこと｡ 

  無人ヘリ販売者は無人ヘリを販売した場合､書式７の産業用無人航空機登録届出書を日本産業用無人

航空機協会に届け出ること｡この書式の中には、販売された機体の型式、名称、製造番号､使用目的、販

売会社､所有者、保管場所を明記すること。 

日本産業用無人航空機協会は、上記届出書を受理した場合、様式 6の登録済証明書と様式７の性能確

認票を発行すること。また同時に無人ヘリ顧客管理台帳に登録する。 

     交付を受けた販売者はその性能確認票を当該対象の見やすい所に貼付するものとする。また、機

体表面上に登録番号を容易に確認できる大きさの文字サイズで塗装または貼付するものとする。 

 

  顧客から第三者への転売､譲渡は原則的に禁止する。これを行う場合は販売者に事前に届け出ること。 

  販売者は第三者の顧客審査を行い､反社会的目的をもたないことを確認すること。 

  転売､譲渡契約が成立した場合は新規販売した場合と全くおなじ手続きをおこなうこと。 

  日本産業用無人航空機協会は関係する省庁と連携を取り、反社会的な組織に無人ヘリを使わせないた

めの最大限の努力をしなければならない。 
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第４項 運用時機体管理 

顧客は無人ヘリが盗難にあわないように最善の管理努力を行うこと。 

万一盗難にあった場合は速やかに警察及び販売会社に連絡すること。 

販売者は 1年に 1回は必ず機体が所有者の管理下にあることを目視確認し、登録更新手続きをするこ

と。また、所有者の住所などの変更の有無について確認し、書式９の登録更新届出書を提出し、無人ヘリ

顧客管理台帳の更新を申請する。 

日本産業用無人航空機協会は所有者住所及び、使用目的、保管場所に変更があった場合は無人ヘリ顧

客管理台帳の記載を変更する。 

運用方法に反社会的行為が認められた場合、販売者は日本産業用無人航空機協会と相談の上、警察に

届け出る等の法的措置をとらねばならない。 

 

第５項 廃棄要領 

   無人ヘリの所有者は機体の運用をやめる場合は無人ヘリを販売者に持参し登録抹消の手続きを行わ

ねばならない。 

   販売者は運用をやめる無人ヘリが飛行できないように破壊すると共に、リサイクル促進のための法令

に合致した処理を行いその証拠(製造番号のついた主要部品の破壊された写真もしくはリサイクル関連

のマニュフェスト等)の複写をとり、書式１０の登録抹消届出書を日本産業用無人航空機協会に提出す

ること｡ 

   所有者の希望で無人ヘリを廃棄せずに継続的に所有者が保管する場合は、販売者は無人ヘリの主要部

品を複数個廃棄し、 飛行できないようにした上で、無人ヘリを使用しない旨の誓約書を取り、書式１

０の登録抹消申請を日本産業用無人航空機協会に行うこと。 

   日本産業用無人航空機協会は登録抹消申請を受理したら、無人ヘリ顧客管理台帳より抹消の処理を行

う｡ 
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付録１ 

 

 設計基準 保守点検基準 操縦者資格基準 顧客管理基準 飛行運用基準 電波基準 

基準の主対象 無人ヘリ、航法装置 整備士、整備工場 操縦者 登録、変更、廃棄 運用可能条件 73MHz、2.4GHｚ、

その他 

協会への申請

書 

産業用無人航空機性能確

認申請書（書式１） 

産業用無人航空機型式追

加申請書（書式２） 

産業用無人航空機整備士

技能認定申請書（書式３）

産業用無人航空機整備工

場認定申請書（書式４） 

産業用無人航空機操縦士

技能認定申請書（書式５）

産業用無人航空機操縦士

機種拡張申請書（書式６）

産業用無人航空機登録届出書（書式７） 

産業用無人航空機整備完了届出書（書式８） 

産業用無人航空機登録更新届出書（書式９） 

産業用無人航空機登録抹消届出書（書式１０）

  

協会が発行す

る証明書等 

産業用無人航空機性能確

認証（様式１） 

産業用無人航空機型式追

加確認証（様式２） 

産業用無人航空機整備士

技能認定証（様式３） 

産業用無人航空機整備工

場認定証（様式４） 

産業用無人航空機操縦士

技能認定証（様式５） 

産業用無人航空機登録済証明書（様式６） 

産業用無人航空機性能確認票（様式７） 

産業用無人航空機定期点検票（様式８） 

  

管理ツール 登録型式管理台帳 整備工場、整備士管理台帳 操縦者管理台帳 顧客管理台帳   

協会が制定す

る基準 

無人ヘリ設計安全性基準

（本基準） 

航法装置設計安全基準（本

基準） 

立会い検査基準（付録２） 

 無人ヘリ操縦技術確認基

準（付録３） 

 運用基準(目視内

低高度、目視外－

本基準) 

 

製造業者が制

定すべき規準 

設計基準、評価基準、耐久

性基準、信頼性基準 

整備士技能認定基準、確認

整備士技能認定基準、整備

工場認定基準 

教習カリキュラム（遠隔、

自律）、指導員資格基準、

機種ごとの操縦技能認定

基準 

顧客選定基準 機種別運用基準  

関連法案 航空機製造事業法   輸出貿易令 航空法 電波法 

関係組織 経済産業省   経済産業省、警察庁、農水

協 

国土交通省航空局 総務省通信局、ラ

ジコン電波安全協

会 

運用手順 １、製造業者が自主基準に基づき

産業用無人航空機を開発する。

２、協会に申請書を提出する。 

３、協会は安全基準に対して書類

審査し、合格したものに対し立会

い検査を行う。 

４、立会い検査に合格したものに

は、協会は性能確認証を発行す

る。これにより、国内登録が可能

となる。 

１、製造業者が自主的に整備士制

度を構築し、整備士の育成及び整

備工場の設置を行う。 

２、自主基準に合格した整備士あ

るいは整備工場を協会に申請す

る。 

３、協会は基準を満足しているこ

とを書類確認し、認定証を発行す

る。 

４、この認定証は 3年毎に更新す

る 

１、協会の定めたガイドラインに

基づき、製造業者は教習カリキュ

ラムを設定し、操縦教習を行う。

２、製造業者の基準に達したもの

は製造業者の合格結果を添えて、

協会に申請書を提出する。 

３、協会は基準を満足しているこ

とを書類確認し、技能認定証を発

行する。 

４、この認定証は３年毎に更新す

る。 

１、自主的な顧客選定基準に基づ

き、製造業者は顧客を確認し、協

会に対し登録届出書を提出する。

２、協会はこれを顧客管理台帳に

登録すると共に確認票を発行す

る。 

３、運用中は整備完了届出書によ

り、登録内容を毎年確認する。こ

の際、定期点検票を発行する。 

４、廃棄時は廃棄証明を兼ねた登

録抹消届出書を出し、顧客管理台

帳から抹消する。 

１、実販売時、製造業

者はユーザーに対し、

協会発行の運用基準と

機種別運行基準を説明

し、これを遵守するよ

うに努めることを説明

する。（この基準を守

らなかったために発生

した事故による第三者

被害はユーザー責任と

なることを説明する。）

 

注）滅失汚損等により、様式の再交付を申請する場合は、当該書式により再申請すること。
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付録２ 

性能確認立会い検査基準 

 

１、目次 

（１）、仕様及び諸元の確認（現物､図面等による説明） 

（２）、安全性要求基準適合確認 

（３）、測定（諸元寸法､重量） 

（４）、飛行試験 

（５）、その他（耐久性、保守整備等） 

 

２、仕様及び諸元の確認 

（１）、原動機 

   エンジン本体、燃料系、点火系、冷却系、発電始動系等について申請者の提示する現物､図面等により

申請書通りであるか確認する。 

（２）、動力伝達装置 

   クラッチ、メインローター駆動、テールローター駆動等について申請者の提示する現物､図面等により申

請書通りであるか確認する。 

（３）、機体構造 

   フレーム、降着装置、メインローター､テールローター等について申請者の提示する現物､図面等により

申請書通りであるか確認する。 

（４）、操縦用無線送受信機 

   送信機、受信機､アンテナ等について、申請者の提示する現物､図面等により申請書通りであるか確認

する。 

また、送信機については（財）日本ラジコン電波安全協会の発行する“推奨規格適合証明“のラベルが
貼付されていることを提示すること。 

   （５）、制御装置 

     センサー、制御システム、制御ソフト等について申請者の提示する現物､図面等により申請書通りであるか

確認する。 

   （６）、制御アクチュエーター 

     サーボモーター、等について申請者の提示する現物､図面等により申請書通りであるか確認する。 

 

３、安全性要求基準適合確認 

  ・申請書の安全性要求基準適合検討書に基づき、極力現物でフェ－ルセーフのメカニズムが作動することを

実証すること。 

・飛行諸元の記録については飛行テスト終了後データを抜き取り、正しい記録がとれることを電子デー

タ上で実証すること。 

 

４、測定 

   （１）、寸法諸元 

      申請書に書かれた主要寸法（全長、全高、全幅、ローター直径、機体長等） 

     を実測する。（基本公差は±10ｍｍとし、特にばらつきの大きなものは事前に  

     申請する） 

   （２）、自重、及び最大離陸重量の測定 

      先に装備自重（燃料満タン＋フル装備）の測定を行う。 
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         次に気圧及び気温の測定値より計算した計算付加重量（次式）を付加し最大離陸重量であることを測定

する。 

 

     計算付加重量＝（最大離陸重量＊２９３／（２７３＋Ｔａ）＊（Ｐａ－Ｐｗ）／９９９）－装備自重 

         Ｔａ＝気温（℃） 

         Ｐａ＝気圧（hpa） 

         Ｐｗ＝水蒸気分圧(hpa) 

             考え方：ＪＩＳ標準状態（気温２０℃、気圧１０１３ｈｐａ、湿度６５％）に換算 

５、飛行試験 

    上記の最大離陸重量の状態で以下の試験を行う。 

    フライトは通常の離陸形態にて行うこと。 

    尚、試験時の風速については運用限界以内の風速であれば実施する。 

    風速が運用限界風速を超えるようであれば風の収まるのを待って試験を行う。 

    雨、霧、雪等の自然条件についても同様である。 

 

   （１）、離陸 

       メインローター直径と同寸法の円内より離陸し、機体重心位置（メインマスト位置として可）が円より外れるこ

となく、かつ１０秒以内にメインロータ－直径以上の高度に達することを確認すること。 

   （２）、ホバリング 

     メインローター直径以上の高度にて操縦者による目視操縦にてホバリングを行い開始点に対しメインロー

ターの直径の２倍の球内に３０秒間保持できること。 

   （３）、着陸 

     メインローター直径以上の高度より着陸させ、メインローターの直径と同寸法の円内に重心位置が収まる

ように１５秒以内に着地すること。 

   （４）、水平面内操縦性 

     申請者の指定する巡航速度（±２０％）で前進させ５０ｍ地点での進度ずれが２ｍ以内であること。これが

風向きに寄らずに満たされる事を実証する。 

       （具体的には９０度の角度で直行する２本のフライトラインを用意し、往復させることにより４回の試験を実施

する。） 

   （５）、上下方向の操縦性 

       申請者の定めた限界高度まで上昇し上空で申請者の定めたフライトを実行し着陸させること。特に数値的

な許容値は無いが安全な運行ができることを確認すること。 

   （６）、フェ－ルセーフ実証フライト 

       安全裡に行えるフェ－ルセーフモードの実証フライトがあればここで実証する。やり方は申請者に任せる

が無理はしないこと。（損害が発生しても協会は補償しない） 

   （７）、飛行諸元の記録を取るためのパターン飛行 

       離陸－ホバリング－上昇－下降－右ピルエット－前進－後進－右移動－左移動－右移動－釣り合い旋

回－ホバリング－着陸のパターンフライトを行い、データを機体から抜き取る。 

     その後、パソコン上でデータに基づき、人間の指令通りに機体が運動していることを説明すること。 

６、その他（耐久性、保守整備等に関すること） 

   （１）、１００時間以上の飛行を実証していること。 

     飛行記録簿（フライトログ）を提出すること。 

   （２）、保守整備、及び運用に関する手順書が作られていること。 

   （３）、その他、技術委員からの質疑応答（機密に関することは答えなくて良い） 
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付録３ 

無人ヘリコプタ操縦技術確認基準 

 

（１）、操縦技術確認基準 

 

①、 無人ヘリを速度５ｋｍ～２０ｋｍ/時で、高度５０ｍ・距離８０ｍの位置まで安定して上昇できる事。 

②、 無人ヘリを高度５０ｍ・距離８０ｍの一定位置で、正面・対面で各々１０秒間以上安定したホバリングができる

こと。 

③、 高度５０ｍ・距離８０ｍの一定位置から速度５ｋｍ～２０ｋｍ/時で、旋回または８字飛行で安定した降下ができ

ること。 

④、 無人ヘリを速度５ｋｍ～２０ｋｍ/時で、高度１００ｍ・距離１６０ｍの位置まで安定して上昇でき

ること。 

⑤ 、無人ヘリを高度１００ｍ・距離１６０ｍの一定位置で、正面・対面で各々１０秒間以上安定したホバリングができ

ること。 

⑥、 高度１００ｍ・距離１６０ｍの一定位置から、速度５ｋｍ～２０ｋｍ/時で旋回または８字飛行で安定した降下がで

きること。 

飛行速度は５０ｍを１０秒以上とする。 

 

 

 

（２）、飛行操縦技術判定方法 

 

①、 操作技術の程度を確認する為の判定は、技能認定成績表により、日本産業用無人航空機協会が定め

た認定員が行うものとする。 

 

②、 技術の判定は、技能認定成績表の優・良・可・不可の４段階で行なうものとする。 

 

（３）、飛行操縦技術判定基準 

優・良・可・不可の４項目のうち、不可の判定があってはならない 

 

（４）、操作技術判定通知 

４項目の判定については、理由をつけて受講者に通知しなければならない 

    

＜前提条件＞ 

①、 飛行テストに使用する機体は、姿勢制御レベルの制御機能までとし、速度制御や位置制御の助けを借りて

はならない。 

②、 操縦者は、位置や高度を知るための情報を、カメラ装置からの映像と、ナビゲーターからの位置・

速度に関する音声情報により取得し、手動によるヘリコプターコントロールで、上記基準に合致するよう

操縦するものとする。 

③、 認定員は、カメラ画像の動き・GPS 情報による位置情報・レーザー距離計による直線距離のデータから客観

的な位置情報を取得し、検定を行なうものとする。 
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所属 平成   年   月   日

不可(検定中止)

着陸

対面ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ(位置)

対面ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ(高度)

降下時の速度

降下時の経路

上昇時の速度

上昇時の経路

正面ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ(位置)

正面ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ(高度)

降下時の速度

降下時の経路

着陸

離陸

正面ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ(位置)

正面ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ(高度)

対面ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ(位置)

対面ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ(高度)

減点項目

離陸

上昇時の速度

上昇時の経路

受験番号 受験者名 検定員

総   合   判   定 優  ･  良  ･  可  ･  不可

検  定  中  止 墜落､  指示違反､  指導員補助､  危険飛行

(飛行前確認) ※該当する項目にレ印をつける

周囲の安全確認

電波ﾁｪｯｸ

風速確認

燃料補給

操縦系統作動確認

装置等作動確認

機体ﾁｪｯｸ

サーボ ･ カメラ ･ モニター等

人(立会者等)

周波数使用の可否

風向き(吹き流し)

満タンまで給油

制御ｽｲｯﾁ ･ ｽﾄｯﾌﾟｽｲｯﾁ ･ ﾌｪｰﾙｾｰﾌ

ﾍｯﾄﾞ廻り ･ ﾃｰﾙ廻り ･ 冷却水

風速5m/秒以下

無人ヘリコプター操縦技術確認基準  技能検定成績表

風向確認

(技能確認)

20Kｍ危険速度

安全配慮

10m 20m～

高
度
5
0
m
 
距
離
8
0
m
の
位
置

高
度
1
0
0
m
距
離
1
6
0
m
の
位
置

可 良 優

5ｍ以上+-

人･家の上空

20ｍ以上+-

20ｍ以上+-

20ｍ以上+-

20ｍ以上+-

危険速度

人･家の上空

5ｍ以上+-

危険速度

5ｍ以上+-

人･家の上空

20ｍ以上+-

20ｍ以上+-

20ｍ以上+-

20ｍ以上+-

危険速度

人･家の上空

5ｍ以上+-

3ｍ以内+- 2ｍ以内+- 1ｍ以内+-

10Kｍ 5Kｍ

10m 20m～

10m 20m～

10m 20m～

20Kｍ

3ｍ以内+-

十分な安全配慮

5m 10m～

5m 10m～

5m 10m～

5m 10m～

10Kｍ

安全配慮

2ｍ以内+- 1ｍ以内+-

十分な安全配慮

5Kｍ

0m 5m～0m 5m～

0m 5m～

0m 5m～

0m 5m～

20Kｍ

安全配慮

10m 20m～

3ｍ以内+- 2ｍ以内+- 1ｍ以内+-

10Kｍ 5Kｍ

10m 20m～

10m 20m～

10m 20m～

20Kｍ

3ｍ以内+-

十分な安全配慮

5m 10m～

5m 10m～

5m 10m～

5m 10m～

10Kｍ

安全配慮

2ｍ以内+- 1ｍ以内+-

十分な安全配慮

5Kｍ

0m 5m～0m 5m～

0m 5m～

0m 5m～

0m 5m～
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